
議案第１号 
  

 

令和８年度「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト 

（共同化・協業化促進タイプ）」事業への応募申請について 

 

１．応募の背景及び目的 

雲南市では、令和８年１０月からの５年間を対象とする新たな地域公共交通計画策定に向け、

地域公共交通協議会の委員の皆様をはじめとする関係者の皆様、交通事業者や公共交通利用者

の皆様からの意見をいただきながら策定に向け、取り組みを進めているところです。 

この度、来年度の地域公共交通計画策定後の５年間で、より利便性が高く、かつ持続可能な

地域公共交通ネットワークを構築するための足掛かりとして、国土交通省実施事業である「『交

通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト（共同化・協業化促進タイプ）」事業に応募

申請をしたいと考えております。 

当事業は、地域の多様な関係者の連携・協働、複数の主体による共同化・協業化を通じた地

域旅客運送サービスの提供等に対して支援を行うことで地域交通の「リ・デザイン」の全面展

開を加速することを目的として実施される事業です。 

雲南市としてこちらの事業を活用し、まずは三刀屋および木次地域の市街地の交通モードの

効率化を図るとともに、利用者の利便性向上と持続可能な運行体制の強化を図りたいと考えま

す。 

 

２．「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト（共同化・協業化促進タイプ）」事

業の概要 

複数の地方公共団体や交通事業者、施設等への運送サービス提供者による地域旅客運送サー

ビスの共同化・協業化を推進し、共同での路線バス・乗合タクシー・公共ライドシェア等の運

送に関わる体制の構築や運行を支援する事業。 

 

３．補助対象事業の事業内容 

運転者等の担い手不足に伴い減便・廃路線が相次ぐ中、複数の地方公共団体や交通事業者等

の共同化・協業化を推進する事業を支援することで、交通サービスの導入や運行の効率化を促

し、持続可能な地域交通の実現を図るもの。 

 

４．補助率 

  事業に要する経費について、1,000 万円まで定額、超える部分の２／３を補助。なお、予

算総額を踏まえた審査の結果、不採択や申請額から減額した採択となる場合がある。 

※補助金交付上限は１億 2,000 万円。 

 

５．申請内容 

別紙資料参照。 



応募様式A



共同化・協業化促進タイプ

応募様式A

事業主体/運行主体

運行期間

事業費

事業背景・目的

事業概要

事業イメージ

交通サービス ①乗合タクシー、②市民バス

運行形態 ①区域運行、②路線定期運行

法的区分 4条乗合および公共ライドシェア

運行頻度 ①平日（土曜）9～16時
②平日（土曜）7～8時台、16～18時台

運賃 一乗車300～500円、月額3,000円の定額制を想定

実施内容 スクールバスとの需給調整を行いながら、市民バス北原線
の車両の小型化（乗合タクシー運行車両による運行）と
日中ダイヤの廃止、市街地内を運行する市民バス木次三
刀屋線を廃止し、代替として乗合タクシーの利便性を向
上させる。この際、特に市街地内に新設する乗合タクシー
では、地域内の乗合タクシーを運行する２社の共同運行
を進める。

共同化・協業
化する領域

受付、配車システム、車両待機場所、車両、２社分担で
の市街地内運行

 中心市街地運行に係る行政負担を抑えながら、利用者の利便性向
上を実現（受付の集約・共同化により行政負担を年間120万円削
減、利用者は現行の定時定路線から年間7,800人程度増加

 市民バスと乗合タクシーを同一の車両とすることで、車両の維持
管理に係る経費が削減できる（年間およそ50万円）

 各社人材不足の中で、受付・ドライバーを補完しあうことでリス
クの分散と体制強化

【島根県雲南市】

三刀屋・木次だんだんタクシーの利便性向上と体制強化にむけた共同化・協業化

事業主体：雲南市
運行主体：三葉タクシー有限会社、株式会社かみしろ、雲南市

事業全体費用：9,988,000円 ／補助対象経費：
9,988,000円

 三刀屋・木次地域では、市民バス、乗合タクシー、スクールバスが混在し各
交通の運行も異なる主体が行い、さらに便によっては利用者が極めて少な
いなど非効率な状況にある他、ドライバー不足・高齢化も深刻である。

 一方、中心市街地では定時定路線のバスが運行しているがルートが複雑
で利用しにくく、1～2㎞程度離れた市街地内施設間を周遊しにくい。さらに、
市街地内バス停から離れた交通空白地域も残る状況である。

 本事業では、市民バス、乗合タクシー、スクールバスを再編し効率化を図る
とともに、地域内の乗合タクシーを運行する２社共同で市街地内乗合タク
シーを運行し、利用者の利便性向上と運行体制の強化を図る。

令和9年4月～（予定）

 ㈱かみしろでは、市民バス北原線（朝夕）と乗合タクシー（日中）
を同車両で運行する。

 市街地内を運行する木次三刀屋線を廃止し、タクシー会社２社で
市街地内乗合タクシーを共同運行する。
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公共ライドシェア
（区域運行＋路線定期運行）

三葉タクシー㈲ ㈱かみしろ
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事業実施地域

 ドライバー不足の中、１社の運行が困難な場合
にもう１社のドライバーが対応するなど、リスク分
散と体制強化を図り持続可能な運行を目指す。

見込まれる事業効果



事業実施体制

応募様式A

共同化・協業化促進タイプ【島根県雲南市】

三刀屋・木次だんだんタクシーの利便性向上と体制強化にむけた共同化・協業化

三葉タクシー㈲

・市街地および三刀屋地域乗合タクシーの
運行主体
・市街地および三刀屋地域乗合タクシーの
運行

㈱かみしろ

・市街地乗合タクシーの運行主体
・市街地および木次地域乗合タクシーの運
行
・乗合タクシーの受付・配車
・市民バスの運行

雲南市

・事業全体の統括・代表
・木次地域乗合タクシーおよび市民バス
の運行主体
・市民バス運行内容の見直し

教育委員会

・スクールバス利用に関する調整

受付・システムによる配車

運行委託

車両待機場所の共同利用

連携

JR西日本（確認中）

・接続環境の整備
・利用促進

駅
前
駐
車
場
の
提
供

連携

各地域の地域自主組織

・ワークショップなど、住民の話し合い
の場の提供
・住民への利用促進、外出促進

連携

雲南市社会福祉協議会

・住民への利用促進、外出促進

連携


